
　1次募集又は2次募集により、補助金交付申請(本申請）の事前受付を行います。
受付期間終了後、募集多数の場合は抽選とし、募集戸数に満たない場合は本申
請の手続きとなります。

※補助金交付決定通知書が届く前に上記に該当する契約行為などを行

　うと、補助金が受けられなくなりますのでご注意ください。

総合的支援メニュー補助申請 フロー

実施設計に着手実施設計に未着手の場合

補助金交付申請（本申請）

設計契約済OK

工事契約OK

交付申請①

交付決定（補助金交付決定通知書発行）※

設計工事契約OK

耐震改修 現地建替

交付申請③

現地建替耐震改修

交付申請② 交付申請④

申込者橋本市（建築住宅課）

総合的支援メニュー事前申込書（様式事前受付

募集戸数≧申込戸数 募集戸数＜申込戸数

公開抽選会開催


